
     

宮城県内に主たる事務所を有するＮＰＯ法人の認証・認定(特例認定)状況について 

 

１ ＮＰＯ法人の認証数 

年度末 

宮城県 

所轄分 

［Ａ］ 

認証事務等所管別内訳 

（［Ａ］の再掲） 

仙台市 

所轄分 

［Ｂ］ 

合 計 

（Ａ＋Ｂ） 
宮城県 栗原市 大崎市 登米市 

H10末 ６ ６     ６ 

H11末 ４２ ４２     ４２ 

H12末 ７７ ７７     ７７ 

H13末 １１３ １１３     １１３ 

H14末 １６０ １６０     １６０ 

H15末 ２４３ ２４３     ２４３ 

H16末 ３２５ ３２５     ３２５ 

H17末 ３９６ ３９６     ３９６ 

H18末 ４４４ ４４４     ４４４ 

H19末 ４７７ ４７７     ４７７ 

H20末 ５０３ ５０３     ５０３ 

H21末 ５４６ ５４６     ５４６ 

H22末 ５８６ ５８６     ５８６ 

H23.4.1 ５８６ ５６７ １９    ５８６ 

H23末 ６２７ ６０８ １９    ６２７ 

H24.4.1 ２８４ ２６５ １９   ３６３ ６４７ 

H24末 ３２１ ３０２ １９   ３８８ ７０９ 

H25.4.1 ３２１ ２７２ １９ ３０  ３８８ ７０９ 

H25末 ３５４ ３０１ １９ ３４  ４１９ ７７３ 

H26末 ３６９ ３１５ １９ ３５  ４１６ ７８５ 

H27末 ３８６ ３０５ １９ ３９ ２３ ４２１ ８０７ 

H28末 ３９２ ３１１ ２０ ３８ ２３ ４１３ ８０５ 

H29末 ４０８ ３２６ １９ ３９ ２４ ４１２ ８２０ 

H30末 ４１４ ３３０ ２０ ３８ ２６ ４１２ ８２６ 

R1末 ４１７ ３３３ ２０ ３７ ２７ ４０２  ８１９  

R2末 ４１１ ３２５ ２０ ３９ ２７ ４０９ ８２０ 

R3（※R4.1末

時点） 
４０９ ３２２ ２０ ３８ ２９ ４０６ ８１５ 

（注１） 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の改正（H24.4.1施行）により，複数の都道府県に事務所があ
る法人の所轄庁が内閣府から都道府県となった。 

（注２） ＮＰＯ法の改正により，政令指定都市も所轄庁となったため，仙台市の区域のみに事務所がある
法人は，仙台市の所轄庁となった。 

（注３） 事務処理の特例に関する条例により，認証事務等の権限を H23.4.1 から栗原市に，H25.4.1 から
大崎市に，H27.4.1から登米市にそれぞれ移譲している。 

※R2年度末→R3年度 1月末の増減内訳 

・県：新設５－転出１＋転入２－解散９＝－３ 

・栗原市：変動無し ・大崎市：解散＝－１ ・登米市：新設２＝＋２ 

・仙台市：新設９－転出１－解散１０－取消１＝－３ 
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２ 認定（特例認定）ＮＰＯ法人 

 ○ ＮＰＯ法人のうち，一定の基準を満たすものとして，所轄庁の認定を受けた法人。 

○ 認定（特例認定）法人になると，当該法人に対し寄附をした者に対する税制上の優遇措置（寄附金控

除）があるほか，法人自身も税制上の優遇措置を受けることが出来る（特例認定ＮＰＯ法人を除く）。 

○ 認定の有効期間は，認定ＮＰＯ法人は５年（有効期間の更新可），特例認定ＮＰＯ法人は，３年（有

効期間の更新不可）。 

○ ＮＰＯ法の改正により，H24.4.1から認定（特例認定）ＮＰＯ法人の所轄庁が都道府県及び政令指定

都市となった。 

 

○ 認定（特例認定）ＮＰＯ法人数（令和４年２月末現在） 

所轄庁 
認定ＮＰＯ法人 特例認定 

ＮＰＯ法人 国税庁認定 所轄庁認定 計 

宮城県 ０ １０ １０ ０ 

仙台市 ０ １８ １８ ０ 

計 ０ ２８ ２８ ０ 

 

  ※所轄庁認定による全国の認定（特例認定）状況（令和３年１２月３１日現在） 

    認定 １，１８５法人  特例認定 ４３法人  合計 １，２２８法人 

 

※県所轄の認定特定非営利活動法人 

 凡例：法人名 

   （主たる事務所の所在地，認定日，認定期間満了日，更新回数） 

 

   ・特定非営利活動法人さわおとの森 

（利府町，平成２５年７月１９日，令和５年７月１８日，１回） 

   ・特定非営利活動法人地星社 

（岩沼市，平成２７年３月３１日，令和７年３月３０日，１回） 

   ・特定非営利活動法人ハートフル福祉募金 

（仙台市，平成２８年３月２５日，令和８年３月２４日，１回） 

   ・特定非営利活動法人底上げ 

（気仙沼市，平成２８年７月２７日，令和８年７月２６日，１回） 

   ・特定非営利活動法人ロージーベル 

（名取市（平成２８年８月仙台市より転入）， 

平成２６年７月１０日，令和６年７月９日まで，１回） 

    ・特定非営利活動法人輝くなかまチャレンジド 

（石巻市，平成２９年３月３１日，令和４年３月３０日，０回） 

    ・特定非営利活動法人防災・減災サポートセンター 

（富谷市，平成２９年５月２４日，令和４年５月２３日，０回※現在更新申請中） 

    ・認定特定非営利活動法人災害医療ＡＣＴ研究所 

     （石巻市，令和２年３月３０日，令和７年３月２９日，０回） 

・特定非営利活動法人こども∞感ぱにー 

 （石巻市，令和３年６月４日，令和８年６月３日，０回） 

・特定非営利活動法人Ｃｌｏｕｄ ＪＡＰＡＮ 

 （気仙沼市，令和３年７月５日，令和８年７月４日，０回） 

※有効期間満了 

・特定非営利活動法人みやぎ身体障害者サポートクラブ 

（栗原市，平成２８年８月２３日，令和３年８月２２日）  


